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※ モデルとは、「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル」（平成14年４月25日）である。

（各団体による自主申告ベース）

全国信用金庫協会

全国信用組合中央協会

全国労働金庫協会

投資信託協会

モデルにおける分類

モデルの項目番号

金融先物取引業協会

ＪＦマリンバンク相談所

外国損害保険協会

項目名（略称）

信託協会

生命保険協会

全国銀行協会

全国ＪＡバンク相談所

日本貸金業協会

日本証券業協会

日本証券投資顧問業協会

日本商品先物取引協会

日本少額短期保険協会

4：紛争解決支援規則

網掛けは規則整備済の項目、○は直近１年間に規則を整備した項目、空欄は規則が未整備の項目

2：通則的事項 3：苦情解決支援規則
1：理
念的
事項

日本商品投資販売業協会

日本損害保険協会

不動産証券化協会

前払式証票発行協会
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